
府中市特別支援教育推進計画第３次推進計画（案）に対する 

パブリックコメント手続きの実施結果について 

 

１ 意見の提出期限 

  令和元年１１月２５日（月）から１２月２４日（火）まで 

 

２ 意見の提出者数 

提出者数 件 数 
意見の提出方法（人数） 

Ｅメール ＦＡＸ 郵 送 意見投函箱 窓 口 

６人 １７件 ３人 ０人 １人 １人 １人 

 

３ 意見の概要及び意見に対する教育委員会の考え方 

NO ページ 項 目 意見の概要 教育委員会の考え方 

１ 1～23 

計画案全体 本計画では、「特別な配慮を必

要とする児童、生徒への指導」

にのみ終始しており、「共生」の

視点が見当たらない。 

学校教育法第８１条第１項、

小学校学習指導要領第１章

第４の２において、特別な配

慮を必要とする児童への指

導が明記されております。ま

た、本市の特別支援教育は、

すべての子供たちを対象と

しております。 

２ 1～23 

計画案全体 第３次推進計画では、地域の学

校で共に教育を受けることの

実現に向けた取組を進めてく

ださい。 

広く本計画を周知し、取り組

んでまいります。 

３ 1～23 

計画案全体 この計画全体からは、インクル

ーシブ教育の理念である「障害

のある者と障害のない者が共

に学ぶ」体制のための施策が見

当たらない。 

共生社会を実現するためは、

障害のある児童、生徒の能力

を伸長する特別支援教育が

重要な役割を果たす施策で

あると捉えております。 

４ 3 

第１章 

１ 

推進計画の

背景 

(5) 

インクルーシブ教育システム

関して、引用、解説が適切では

ない。脚注を訂正するととも

に、本文に、インクルーシブ教

育の理念をはっきり書いてお

くべきである。 

共生社会の形成に向けては、

障害者権利条約に基づくイ

ンクルーシブ教育システム

の理念が重要であり、インク

ルーシブ教育システム構築

のためには、特別支援教育を

着実に進めていくことを、本

計画案では記載しておりま

す。 

 



５ 4 

第１章 

２ 

推進計画の

目的等 

３ 

推進計画の

基本的な考

え方 

今回の計画案では、計画の目的

や基本理念として「共生社会の

実現」としていますが、障害の

ある子供も障害のない子供も

できるだけ同じ場で共に学ぶ

ことを目指すという方向性が

明確ではない。基本的な方向性

として、できるだけ同じ場で共

に学ぶことを目指すことを、目

的、理念に記載してください。 

 

同じ場で共に学ぶことを追

求するとともに、個別の教育

的ニーズのある児童生徒に

対し、自立と社会参加を見据

えて、その時点で、教育的ニ

ーズに最も的確に応える指

導を提供できるよう、多様で

柔軟な仕組みを整備するこ

とを本計画では記載してお

ります。小・中学校における

通常の学級、通級による指

導、特別支援学級といった、

連続性のある「多様な学びの

場」を用意しておくことが必

要であると捉えております。 

 

６ 4 

第１章 

３ 

推進計画の

基本的な考

え方 

計画案の理念でも、「共生社会

の実現」が記載されているが、

障害のある子供が障害のない

子供と共に教育を受けるとい

う方向性が明確ではない。 

特別支援教育は、共生社会の

形成に向けて、インクルーシ

ブシステム構築のために必

要なものであると記載して

おります。 

７ 9～12 

第１章 

４ 

第２次推進

計画を振り

返って 

いずれの項目も具体的な内容

の記載がない。現状の把握と今

後の見通しが明確ではないた

め、実効性のある計画を策定す

ることができない。 

 

今後も、子供たち一人一人の

教育的ニーズに応じた教育

を目指してまいります。ご意

見として受け止め、参考にさ

せていただきます。 

８ 9～12 

第１章 

４ 

第２次推進

計画を振り

返って 

具体的な実施内容や客観的な

基準や数値の記載がなく、どの

ような成果や変化があったの

かわかりづらい。 

９ 10 

第１章 

４ 

第２次推進

計画を振り

返って 

各学校や教員の主体性に任せ

るだけでなく、府中市教育委員

会として目指すべき教育・教員

像を明確にしたうえ、計画的、

組織的に研修等を行う必要が

ある。 

研修の実施にあたり、参考に

させていただきます。 

１０ 13 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組１ 

合理的配慮の提供については、

「イ 個に応じた指導の更なる

充実」ではなく、「ア 人権教育

の一層の推進」に示してほし

い。 

合理的配慮は、一人一人の障

害の状態や教育的ニーズ等

に応じて決定されるもので

あり、本人、保護者、学校、

教育委員会により、発達の段

階に配慮しつつ合理的配慮

について可能な限り合意形

成を図った上で決定し、提供

していきます。 



１１ 17 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組２ 

カ 

副籍者の交流及び共同学習の

実施数が少なくなっている。環

境要因なのか、学習内容なの

か、個々の原因を検証して今後

の副籍交流の在り方について

検討するべきである。 

 

副籍制度を含めた交流及び

共同学習を充実させていく

ことにより、すべての児童生

徒にとって有益な取組にな

るよう、充実に努めていきま

す。 

１２ 17 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組３ 

「共生社会の実現」は、特別支

援教室を全校に設置すること

ではなく、障害があってもなく

ても同じ教室で、一緒に暮ら

し、一緒に学び、共に成長して

いくことから実現する。 

 

国、東京都の方向性に基づき

進めております。また、共生

社会の形成に向けては、特別

支援教育を着実に進めてい

きます。 

１３ 19 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組５ 

技術的な指導法や指導力を強

調するのではなく、共生社会と

は「障害のある子供が障害のな

い子供と共に教育を受ける」こ

との実現にある。そのための指

導法であり指導力であること

を踏まえた研修であるべきと

考えます。教職員に対する「障

害者権利条約」、「障害者差別解

消法」といった研修を行い、同

法の趣旨を徹底することを要

望します。 

 

研修の実施にあたり、参考に

させていただきます。 

１４ 19 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組５ 

 

教員の研修に、「障害者権利条

約」、「障害者基本法」、「障害者

差別解消法」を学ぶことを入れ

てほしい。 

 

１５ 21 

第２章 

方向性Ⅱ 

取組２ 

イ 

学校は、過重な負担でない範囲

において合理的配慮を提供す

ることが義務付けられている。

そのため、「障害の特性に応じ

た適切な教育環境を整備す

る。」といった内容の記載をす

るべきである。 

今後も教育委員会及び学校

は、障害のある児童生徒と障

害のない児童生徒が共に学

ぶというインクルーシブ教

育システムの構築に向けた

取組として、合理的配慮の提

供に努めてまいります。 

 

 

１６ 21 

第２章 

方向性Ⅱ 

取組２ 

イ 

推進計画案でも就学相談の進

め方が示されていますが、今後

ともこの考えに立って相談を

行ってください。 

 

 

保護者に対して就学に関す

る的確な情報を伝え、より深

い理解と納得が得られる相

談を行ってまいります。 



１７ 22～23 

第２章 

方向性Ⅰ 

取組３ 

方向性Ⅱ 

取組１ 

取組２ 

個別の教育支援計画（学校生活

支援シート）や個別指導計画の

作成・提供、「ちゅうファイル」

との連携、「児童発達支援セン

ター（仮称）など関係機関との

有機的な連携体制の確立等に

ついては、あくまでも保護者や

本人の希望に基づいて連携し、

保護者や本人の同意のない情

報の収集や提供は行わないこ

とを明記してほしい。 

 

個別の教育支援計画（学校生

活支援シート）及び個別指導

計画については、保護者とと

もに作成することを推進し、

本人及び保護者のニーズに

応じて進めております。ま

た、関係機関との連携等につ

きましても、保護者や本人の

希望に基づいて行っており

ます。 

 


